
独立行政法人地域医療機能推進機構福岡ゆたか中央病院における 

売店及び入院セット、自動販売機に係る設置・運営事業  

 

令和８年５月１日からの当院内における売店及び入院セット、自動販売機に係る設置・ 

運営事業（以下「受託者」という。）について、次のとおり公募型企画競争入札に付しま 

す。 

 

令和８年１月２６日 

 

経理責任者 

独立行政法人地域医療機能推進機構 

福岡ゆたか中央病院 

 院 長 松本 髙宏 

 

１ 履行概要 

（１）履行件名  

  独立行政法人地域医療機能推進機構福岡ゆたか中央病院における 

売店及び入院セット、自動販売機に係る設置・運営事業 

（２）履行内容  

 売店及び入院セット、自動販売機に係る設置・運営事業 仕様書のとおり。 

 受託者は、当院が指定する病院建物の一部を有償で借り受け、当院と協議のうえ運 

営に必要な設備整備等を行い、患者等のための売店及び入院セット、自動販売機に 

係る設置・運営の全般を実施する。 

（３）履行期間 

 令和８年５月１日から令和１５年４月３０日（７年間） 

 本貸付契約は『定期建物賃貸借契約』を行うこととしているので、契約期間の満了 

をもって契約は終了し、更新はしない。 

（５）競争方法等 

 ① 競争参加者が提出する見積書は、事業件名にかかる直接経費の他、機材、資材、 

機械器具、運搬費等、事業に要する一切の諸経費を含め、見積もるものとするこ 

と。 

 ② 企画提案と見積金額を総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を第

一交渉権者とする。 

・ 見積価格が予定価格の制限の範囲内であること。 

・ 企画提案が仕様書に定める要求要件をすべて満たしていること。 

２ 競争参加資格 



（１）独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則（以下「契約事務細則」とい 

う。）第４条第４項の規定に基づき経理責任者が定める資格を有するものであるこ 

と。 

（２）契約事務細則第５条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、青年被後 

見人、被保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ているも 

のは、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 

【参考】契約事務細則抜粋 

 第５条 経理責任者は、特別な理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当す 

る者を一般競争に参加させることができない。 

 一 契約を締結する能力を有しない者 

 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第 32条 

第１項各号に掲げる者 

（３）契約事務細則第６条の規定に該当しない者であること。 

【参考】契約事務細則抜粋 

 第６条 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実が 

あった後一定期間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その 

他の使用人として使用する者についても、同様とする。 

 一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の 

品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

 二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得る 

ための連合をした者 

 三 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者 

 四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を妨 

げた者 

 五 正当な理由なく契約を履行しなかった者 

 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故 

意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

 七 前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行に 

当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

 八 前各号に類する行為を行った者 

２ 経理責任者は、前項の規定に該当する者を代理人として使用する者を一般競争に参 

加させないことができる。 

３ 第１項の期間その他必要な事項は、別に定める。 

（４）独立行政法人地域医療機能推進機構反社会的勢力への対応に関する規定第２条の各 

号に該当しないものであること。 



（５）次の要件を満たしている者であること。 

① 厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において「役務の提供」で「Ａ」又は

「Ｂ」、「Ｃ」の等級に格付され、近畿地域の競争参加資格を有する者であること。 

② 公募型企画競争説明書の交付を受けた者であること。 

③ 公募型企画競争説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者で 

あること。 

④ 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てをしていない 

者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てをして 

いない者。（なお、会社更生法に基づき再生手続開始の申立てをした者又は民事再 

生法基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続き開始の決定がなされ 

た後において当局の参加資格の再認定を受けている者（再認定後の競争参加資格に 

よる）。 

⑤ 不正及び不誠実な行為がないこと。 

⑥ 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時ま 

での期間に独立行政法人地域医療機能推進の理事長又は経理責任者から独立行政法 

人地域医療機能推進機構契約指名停止等措置要領（以下「指名停止要領」という。 

）に基づく指名停止を受けていないこと。 

⑦ 指名停止要領に基づく指名停止の期間中の有資格者が契約等の全部若しくは一部を 

下請し、もしくは受託し、又は当該契約の履行を保証させようとする者ではないこ 

と。 

⑧ 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者又は過去３年間において虚 

偽の事実を記載したものを提出したことがある者、あるいは経営状況又は信用度が 

極度に悪化したもの等については、競争に参加させないことがある。 

⑨ 法人等を設立して３年以上経過しており、良好な運営実績が３年以上あること。 

⑩ 履行期間の開始日までに遅延なく業務の体制を整備できる者であること。 

⑪ 入院セット提供業務については一般財団法人医療関連サービス振興会が定める医療 

関連サービスマーク認定証書（寝具類洗濯業務）を有していること。 

  なお、医療関連サービスマーク認定証書（寝具類洗濯業務）を有していない場合は 

医療法施行規則第９条の１０に規定する基準に適合していることを証明する資料を 

提出すること。また、災害時にも供給等の対応が可能な体制を整備すること。 

⑫ 令和２年以降に一般病床１００床以上の医療機関において、同等の委託業務を受託 

していること。 

 

３ 契約条項を示す場所 

  〒８２２－０００１ 

  福岡県直方市大字感田５２３番地５ 



  独立行政法人 地域医療機能推進機構 

福岡ゆたか中央病院 総務企画課  

  電話   ０９４９－２６－２３１１  

  ＦＡＸ  ０９４９－２６－６７４８ 

  E-mail keiri@fukuoka.jcho.go.jp 

  ＦＡＸおよび E-mail にて問い合わせをする場合は、電話で受信の確認を行うこと。 

（電話の時間帯は原則、午前８時１５分から午後５時まで）。 

 

４ 手続き等 

（１）公募型企画競争説明書の交付場所及び問い合わせ先 

   上記３に同じ。 

（２）公募型企画競争説明書等の交付方法 

 本公告から令和８年２月２５日（水）までに「機密保持に関する誓約書」と引き換 

えに上記３の交付場所にて交付する。（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く８時３ 

０分から１７時１５分まで） 

 なお、やむを得ず来院が困難な者については、郵送（郵送費用は請求者負担とし、 

返信用封筒（レターパック等）を必ず同封すること）にて交付を行うので、上記３ま 

で期日に余裕をもって早めに連絡すること。 

（３）参加資格確認書類提出期限 

令和８年２月２６日（木）正午まで 

 （２６日以外は、土日及び国民の祝日を除く８時３０分から１７時００分まで） 

（４）提案書等の提出期限、提出場所及び方法 

 ①提出期限 令和８年２月２６日（木）正午まで 

 ②提出場所 上記３に同じ。 

  ③提出方法 持参又は郵送（書留郵便に限る。正午までに必着）提案書は、評価基準表に

沿って作成し各冊子に評価項目番号及びページ数を付してＡ４版で１０部作製するこ

と。 

（５）見積書の開封日時及び場所 

 ①提出期限 令和８年２月２６日（木）正午まで 

 ①開封日時 令和８年２月２７日（金）午前１１時００分 

 ②開封場所 独立行政法人地域医療機能推進機構福岡ゆたか中央病院２階大会議室 

 

５ その他必要な事項 

（１）虚偽の内容が記載されている参加資格確認書類又は提案書及び見積書は無効とす 

る。 

（２）入札保証金及び契約保証金 「免除」 



（３）入札及び契約手続に使用する言語及び通貨 「日本語及び日本国通貨」 

（４）入札者に要求される事項 

 この公募型企画競争に参加を希望する者は、２の証明となる競争参加資格確認書類 

を上記３（３）の受領期限内に提出しなければならない。入札参加希望者は、開札  

日の前日までの間において、経理責任者から上記証明となるもの等について説明

を求められた場合には、これに応じなければならない。 

（５）契約書作成の要否 「要」（定期建物賃貸借契約による予定） 

（６）施設見学について、要望がある場合は日程調整の上、日時指定で実施する。但し、 

売店は営業中のため見学が実施不可の場合もある。 

（７）その他詳細は公募型企画競争説明書、各仕様書、評価基準表による。 


